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定期運行型時刻表　令和 7（2025）年１月 時点

停留所 １便
山元町役場 7:10
山下駅前 7:15
浅生原 7:17
高瀬交差点 7:20
宮城病院北 7:21
宮城病院東 7:22
町民体育館前 7:23
坂元駅前 7:28
ふるさとおもだか館前 7:30
宮城病院前 7:35
宮城病院北 7:36
高瀬交差点 7:37
太陽ニュータウン 7:40
山下小学校前 7:45
山下駅前（着） 7:50
山下駅前（発） 8:05
浅生原 8:07
高瀬交差点 8:10
宮城病院北 8:11
宮城病院 8:12
町民体育館前 8:14
山元町役場 8:19

停留所 ２便
山元町役場 8:40
ひらたクリニック前 8:42
小平 8:44
浜吉田駅西 8:51
山下第一小学校前 8:56
小平 8:59
ひらたクリニック前 9:01
山下小学校前 9:03
七十七銀行前 9:05
山下駅前 9:08
浅生原 9:10
高瀬交差点 9:13
宮城病院北 9:14
宮城病院 9:16
町民体育館前 9:17
上平老人憩いの家 9:26
ふるさとおもだか館前 9:31
坂元駅前 9:33
町民体育館前 9:38
宮城病院 9:39
宮城病院前 9:40
桜塚地区集会所 9:42
宮城病院北 9:43
高瀬交差点 9:44
浅生原 9:47
山下駅前 9:49
山元町役場 9:52

停留所 ３便
山元町役場 12:55
山下駅前 12:58
浅生原 13:00
高瀬交差点 13:03
宮城病院北 13:04
宮城病院 13:05
町民体育館 13:07
坂元駅前 13:12
ふるさとおもだか館前 13:14
上平老人憩いの家 13:19
町民体育館 13:28
宮城病院 13:30
宮城病院前 13:31
桜塚地区集会所 13:33
宮城病院北 13:34
高瀬交差点 13:35
浅生原 13:38
山下駅前 13:40
七十七銀行前 13:43
山下小学校前 13:45
ひらたクリニック前 13:47
小平 13:49
山下第一小学校前 13:51
浜吉田駅西 13:56
山下第一小学校前 14:01
小平 14:03
山下小学校前 14:07
太陽ニュータウン 14:12
高瀬交差点 14:15
宮城病院北 14:16
宮城病院東 14:17
山元町役場 14:22

停留所 ４便
山元町役場 14:52
宮城病院 14:57
宮城病院前 14:58
桜塚地区集会所 15:00
宮城病院北 15:01
高瀬交差点 15:02
浅生原 15:05
山下駅前 15:07
七十七銀行前 15:10
山下小学校前 15:12
ひらたクリニック前 15:14
小平 15:16
山下第一小学校前 15:19
浜吉田駅西 15:24
山下第一小学校前 15:29
小平 15:32
ひらたクリニック前 15:34
山下小学校前 15:36
太陽ニュータウン 15:41
高瀬交差点 15:44
宮城病院北 15:45
宮城病院東 15:46
坂元駅前 15:51
上平老人憩いの家 15:56
ふるさとおもだか館前 16:01

ふるさとおもだか館前 17:15
町民体育館前 17:20
宮城病院前 17:25
宮城病院北 17:26
高瀬交差点 17:27
浅生原 17:30
山下駅前 17:32
山元町役場 17:35

停留所 ５便
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山元町の移動支援事業

運転免許自主返納者の町民バス運賃減免制度
　運転免許を自主返納した町内在住の70歳以上の方は、申請により運賃を減免

対 象 者
　運転免許を自主返納した町内在住の70歳以上の方

支援内容
　町民バスの運賃を1年間無料
　2年目以降は、75歳に至るまで運賃を半額

申請方法
　申請窓口：役場町民生活課または坂元支所窓口
　必要書類：運転免許返納時に交付される「運転免許の取消通知書」、または「運転経歴証明書」

。すまりなと象対の免減は方の上以歳07で在現日請申、もで方たし納返主自を許免転運に前始開度制免減 ※
すをき続手納返で）課通交（署察警各の内県や）係許免（ータンセ許免転運各の内県城宮、は許免転運 ※

ることができます。
初めて町民バス＜予約運行型＞を利用する場合は、役場町民生活課または坂元支所窓口であわせて利 ※
用登録申請手続きを行ってください（５ページ参照）。

　福祉タクシー利用助成・身体障害者等自動車燃料費助成（R7 年 1 月時点）

　在宅で生活する心身に障がいのある方に対して、タクシー利用助成券または自動車等燃料費助
成券のどちらか一方を交付

　下記に該当する方で町民税非課税の方
　● 身体障害者手帳 1 ～ 2 級所持者　● 療育手帳 A 所持者　● 精神障害者保健福祉手帳１級所持者
　　※タクシー利用助成は、身体障害者手帳 3 級のじん臓機能障害も含む

　■タクシー利用助成： １枚７５０円相当の助成券を１ヶ月に３枚交付
　　※じん臓機能障害であり、かつ、人工透析加療を必要としている方については４枚
　■自動車燃料費助成：１枚１，２００円相当の助成券を１ヶ月に１枚交付

　移動支援事業（障害者等地域生活支援事業）
　外出時の移動が困難である障がい者 ( 児 ) の方は、車両による移送の支援を受けることができま
す。

　本人負担１割（利用時間、ヘルパーの有無等により料金は変動します）

　町内に住所を有する障がい者で公共交通機関の利用が困難である等、移動の支援が必要な方
　　※対象者の詳細については下記問い合わせ先にご連絡ください。

■ 問い合わせ先　山元町役場　保健福祉課　福祉班（☎ 0223 - 37 - 1113）

■ 問い合わせ先　山元町役場　町民生活課　生活班（☎ 0223 - 37 - 1112）

助成内容

対 象 者

助成内容
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